
【Ｔ－SPEC クラブ代表者会における Q＆A】 

 代表者会において各グループで書かれた付箋等から把握した質問に関しての回答をまとめましたのでご確

認ください。 

 質 問 ・ 回 答 

① Q クラブ活動時当日の急な欠席があった場合、連絡はどうするのか。 

保護者ＬＩＮＥグループを作成し、その中で連絡とったり、クラブ代表者や指導者へ連絡を

したりするなど各クラブで工夫して対応いただいております。保護者会で相談の上、適切な方

法をご検討ください。 

また、町でアプリなどの導入も今後検討していきますが、導入に伴う新たな費用も必要とな

ります。アプリがなくとも、すでにスムーズな連絡方法が確立されているクラブもありますの

で、今後も情報を共有し、よりよい方法を検討してまいります。 

② Q 活動中の怪我への対応はどうするか。 

現在作成中の「クラブ立ち上げ・運営マニュアル」に必要事項を盛り込んでいきます。(怪我、

熱中症、雷雨時対応なども含む)また、緊急時に保護者へ連絡が取れるよう、あらかじめ保護者

間での連絡手段を確保していただくようお願いします。 

③ Q 学校で購入している部の備品は T－ＳＰＥＣで使用可能か。また、修理費などはどうな 

るか。 

これまでの説明会でもお伝えしていますが、Ｔ－SPEC は部活動と連携しており、部活動で

使用している用具・備品はＴ－SPEC でも使用可能です。修理は原則学校で対応します。ただ

し、故意に破損させて場合は例外もありますので、大事に使用してください。 

④ Q Ｔ－SPEC の活動の総時間の上限はあるのか。これまでの部活動で 1 日練習試合のような

ことがあったが、どうするのか。 

休日 3 時間の活動が原則となっておりますが、PTA 総会の資料にもある「高畠中学校部活動

経営方針」にある通り、大会や練習試合等の場合活動時間が長くなる場合はあります。時間的

な面や体力面において生徒に負担がかかり過ぎないよう調整し、クラブ全体でも共通理解を図

って進めていただくようお願いいたします。 

⑤ Q 部活参加者の中にはクラブチームの生徒もいるが、クラブチーム所属の生徒はＴ－SPECの

参加はどうなるのか。 

これまでの説明会などでお伝えしておりますが、Ｔ－SPEC は部活動の延長として活動して

おります。そのため、部活動に加入していない生徒(校外活動班含む)は、休日のＴ－SPEC 活動

への参加はできません。また、外部クラブチームに所属している生徒は、同種目の部活動への

正式な入部は原則できません。なお、詳細は学校へご相談ください。 

⑥ Q T－SPEC の活動中に人間関係のトラブルがあった場合は顧問の先生と指導者はどのよう

に連携するのか。 

Ｔ－SPEC の活動でトラブルがあった場合は指導者もしくはクラブ代表から顧問へ連絡して

いただき、学校が中心となって対応します。また、平日の活動でトラブルがあった場合も、必

要に応じて顧問から指導者へあらかじめ報告し、休日の活動で配慮が必要な点について確認し

ます。基本的にはトラブル対応については学校が中心となって進めます。日頃より、顧問・指

導者・クラブ代表で連携を取り、気になる点があれば随時相談いただくようお願いいたします。 



⑦ Q 学校で集めている教育振興会費の使用はどうなるのか。また、学校から各種大会参加費や

交通費の支給はあるのか。 

教育振興会費の使用については、Ｔ－SPEC を立ち上げていない部活動もありますので詳細

については現在検討中です。中体連主催の大会への参加費や交通費はすべて町からの補助金と

振興会費で賄っております。これまで教育振興会費以外でも学校からの各部活動へ強化費が配

分されており、それは今後も継続できるよう検討しています。また、学校からのお金で足りな

くなった場合は、これまでも大会参加費や交通費（SB 代）を各部保護者会で負担いただいてお

りました。その部分については基本的にはこれまでと変わる部分はありません。 

⑧ Q 指導者の交通費はどうするのか。保護者会が移動距離やガソリン代を算出し、指導者へ渡

すとなると非常に負担が大きい。 

指導者の交通費については指導者報酬に含まれているという認識で委嘱しております。すで

に活動を始めているクラブでは交通費を支給していないクラブが多い現状です。クラブによっ

て指導者の方への交通費が必要であると判断された場合は各クラブでの対応となります。以下

の内容も参考にご検討ください。 

例として、指導者が遠征先まで自家用車を使用された場合、 

①一律いくらと決める「置賜圏内(30 キロ以内)は 500 円、それ以上は 1000 円」など) 

②距離に関係なく 1 日 500 円とする。 

③実際の距離数（学校・自宅から会場まで）で計算する。  などが考えられます。 

⑨ Q 保護者がトラブルの相談をする窓口はどこか？ 

原則、保護者の方から直接指導者や事務局への連絡ではなく、まずは部活動顧問、もしくは

クラブ代表にご相談いただくことになります。そこから内容に応じて学校管理職やＴ－SPEC

本部へ連絡をいただき、対応していきます。 

⑩ Q 他の学校との合同チームになった場合のＴ－SPEC の扱いはどうなるのか 

団体種目において人数が足りず、中体連主催大会への単独出場が出来なくなった場合はこれ

まで同様、他中学校との合同チームとしての出場は可能です。ただし、中体連の規定に基づい

た手続きが必要となりますので、学校で対応することになります。 

中体連以外の大会や練習試合についても、原則、学校を通じて、一緒に活動することになる

他中学校や他クラブと相談の上決定していくことになります。 

⑪ Q 部員減少に伴う休部・廃部について 

高畠中学校部活動の休部や募集停止に関しては、中学校の規定に基づき決定します。部活動

がなくなれば、Ｔ－SPEC を立ち上げる保護者会もなくなるため、Ｔ－SPEC としての活動もな

くなります。部活動規定に関しては学校へお問い合わせください。 

今後、学校に部活動がない種目に関しては、近隣自治体とも連携しながら活動できるクラブ

の情報交換などを行っていく予定です。 

⑫ Q 暑さ指数で練習時間が減少した分、どこかで増やせないか。 

近年、夏季の日中の活動時に熱中症の危険性が高まり活動を中止せざるをえないケースが増

えています。まずは安全確保が最優先ですので、活動中は必ず、各クラブにお渡ししている測

定器を使用しての「暑さ指数(WBGT)の測定」をお願いいたします。活動時間が限られる点に

ついても安全第一の考え方の下、予定時間内で行うことについてご理解いただきますようお願

いいたします。 



中学校では、夏季休業中は部活動を７：００～９：００に実施できるよう SB を運行し、活動

時間を早めるなどの対応をとっております。Ｔ－SPEC の活動も同様に対応いただけるかご検

討ください。また、練習試合の際も、学校顧問を通じて「活動中に暑さ指数が３１を超えた場

合は、活動を中止する等の対応をとること」を事前に相手チームとの申し合わせ事項として確

認して、安全管理を徹底してまいります。 

以上のことを踏まえ、活動時間に関しては、生徒、指導者の方、保護者の方の負担が増えな

いようにご調整お願いいたします。 

⑬ Q 練習試合や遠征時のバスの使用やバス代金についてはどうなっているのか。 

クラブ立ち上げ・運営マニュアルに記載しますのでご確認ください。基本的に、これまでの

部活動と同様のルール・金額で使用していただけます。 

⑭ Q 練習試合の組み方について 

クラブ立ち上げ・運営マニュアルに記載しますのでご確認ください。基本的にはこれまで通

り部活動顧問が調整します。他自治体のクラブ同士で連絡を取ることも出てくると思われます

が、その際も部活動顧問と連絡・調整の上で決定していただくことになります。 

⑮ Q 大会のエントリー代等の集金方法はどうすればよいのか 

当面は、これまでと同様の方法で集金いただいて問題ありません。部活動顧問、保護者会で

適切な方法をご検討ください。 

⑯ Q 大会主催者からの大会案内や要項の送付先はどこになるのか。 

当面はこれまで同様、学校を窓口にしていただくことになります。メールでの案内がなされ

る大会に関しては各クラブに付与したメールアドレスを登録していただいても構いません。た

だし、Ｔ－SPEC として出場することになる大会は、必ず要項等を顧問を通して学校にご提出

ください。あまりにも参加する大会が多い場合や、遠方での活動が増え、生徒の負担が大きく

なる場合はご相談させていただく場合もございます。 

⑰ Q 部活動保護者会費とＴ－SPEC のクラブ会費の決算について詳しく教えてほしい。 

R8 年度は町からのＴ－SPEC の参加費の徴収はありません。ただし、国への報告や、各クラ

ブの運営状況の把握のため、Ｔ－SPEC 活動の決算書の提出をお願いすることになります。 

様式はこれまでの各部の保護者会で使用していた決算書と同じもので構いません。部活動で

使用した分とＴ－SPEC クラブ活動で使用した分が分かる内容でご提出ください。クラブによ

っては、部活動の会計とＴ－SPEC の会計で役員を別に決めて対応いただいているところもあ

りますが、保護者会の人数に応じて同じ会計の方がまとめていただくことも可能です。 

各部で保護者会の引継ぎの時期やクラブ活動が始まった時期も違うため、令和 8 年度の 8 月

までで可能な期間分を取りまとめてご提出いただきますようお願いいたします。 

 


